東洋町山村留学補助金交付要綱

（趣旨）
第1条　この要綱は、東洋町における少子化対策の一環として町外から東洋町への留学を促進し、もって移住、定住及び交流人口の拡大を図ることを目的として、東洋町立野根小学校・野根中学校に留学する児童生徒の保護者に対し、予算の範囲内において交付する東洋町山村留学補助金（以下｢補助金｣という。）交付要綱に関し、東洋町補助金交付規則（平成19年東洋町規則第12号。以下｢規則｣という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（交付対象者）
第2条　補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
（1） 現家族が別居して山村留学をする者又は、準要保護世帯に認定された者
（2） 世帯全員が規則第5条第1項に規定する排除措置対象でない者
（3） 生活保護法（昭和25年法律第144号）の適用を受けていない者及び受けようとしていない者
（補助対象期間）
第3条　補助金の補助対象となる期間は、児童生徒が学校に就学する期間とする。
２　留学生が月の中途で学校に就学した場合は、学期始めの属する月に就学する場合を除き、就学した月の翌月から補助の対象とする。
３　留学生が月の中途で町外の学校に転学した場合は、学期末の属する月に転学する場合を除き、転学した日の属する月は補助の対象としない。
（補助内容）
第4条　補助の内容は、毎月の生活費補助として、保護者に対して月額3万円を補助、家賃の1/2を補助するものとする。家賃の上限は5万円までとする。
（交付申請）
第５条　補助金の交付を受けようとする者（以下｢申請者｣という。）は、東洋町山村留学補助金交付申請書（様式第1号）に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
（交付決定）
第６条　町長は、前条により申請者から申請書の提出があったときは、申請者に係る第3条第2項各号に掲げる要件を審査し、補助金の交付の適否を決定するとともに、当該決定の内容を東洋町山村留学補助金交付決定通知（様式第2号）により、申請者に通知するものとする。
（決定内容の変更等）
第7条　申請者は、交付決定の内容を変更し、又は中止する場合には、東洋町山村留学補助金変更承認申請書（様式第3号）に必要な書類を添えて、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
２　町長は、前項の規定による申請があったときは、申請書等の書類の審査を行い、変更内容が適正であると認めたときは当該申請を承認し、東洋町山村留学補助金変更交付決定通知書（様式第4号）により申請者に通知するものとする。
（実績報告）
第8条　申請者は、学校での就学を終えた日又は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、東洋町山村留学補助金実績報告書（様式第5号）を町長に提出しなければならない。
（補助金の額の確定）
第９条　町長は、前条の実績報告に基づき、内容を精査し、補助額を確定するものとする。町長は、前項の規定により補助額を確定したときは、東洋町山村留学補助金確定通知書（様式第6号）により申請者に通知するものとする。
（補助金交付）
第10条　町長は、前条による補助金の交付額を確定後、東洋町山村留学補助金（概算払）請求書（様式第7号）による申請者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。ただし、学期を超えて学校に就学する場合においては、学期ごとに概算払をすることができるものとする。
（補助金の交付の取消し及び返還）
第11条　町長は申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
（1） 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
（2） その他町長が交付を取り消す必要があると認めたとき。
（その他）
第12条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
　　　附　則
　この要綱は、令和7年4月1日から施行する。











様式第1号（第5条関係）
年　　月　　日
東洋町長　　　様

申請者　　住　所
（保護者）  氏　名
　　       連絡先

　東洋町山村留学補助金交付申請書

　東洋町山村留学補助金交付要綱第５条の規定により補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

	住所（移住先）
	

	転入日
	　　　　　　　年　　月　　日

	転入前住所
（保護者住所）
	

	就学先の学校名
	

	就学日（予定日）
	　　　　　　　年　　月　　日（就学・予定）

	就学満了日予定日
	　　　　　　　年　　月　　日まで（予定）

	補助金申請額
(生活補助)
	
　　　　　　　　　　　　　円

	補助金申請額
（家賃）
	　　　　　　　　　　　    
　　　　　　　　　　　　　円

	世帯構成員
※同居する者（世帯分離している者を含む）全員を記入。学校に就学する者の続柄欄を○で囲うこと。
	続柄
	氏　　　　名
	生年月日及び年齢

	
	
	
	　　年　月　日（　歳）

	
	
	
	　　年　月　日（　歳）

	
	
	
	　　年　月　日（　歳）

	
	
	
	　　年　月　日（　歳）

	
	
	
	　　年　月　日（　歳）

	
　添付書類

	・住民票（世帯全員・本籍続柄全て記載のもの）
・在学証明書
・口座名義のフリガナが分かる預金通帳の写し



様式第2号（第６条関係）
第　　　号
令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　様


東洋町長

東洋町山村留学補助金交付決定通知書


　令和　年　月　日付けで申請のあった東洋町山村留学補助金について、金　　　　　円
を交付します。


記


交付決定額　　　　　　　　　円









【特記事項】
　この交付決定後、申請者及びその同居者が東洋町補助金等交付規則第5条第1項に規定する排除措置対象者に該当することが判明した場合は、直ちにこの交付決定を取消します。
　また、東洋町山村留学補助金交付要綱に違反した場合は、この交付決定が取り消すとともに、補助金を返還させる場合があります。



様式第3号（第7条関係）
年　　月　　日
東洋町長　　　　　　　様

申請者　住　所

（保護者）氏　名



東洋町山村留学補助金変更承認申請書


　　年　　月　　日付け　　　　　　第　　　　　号出交付決定のあった東洋町山村留学補助金について、下記のとおり変更したいので、同補助金交付要綱第7条の規定により申請します。

記


１　変更申請内容






２　変更理由








様式第4号（第７条関係）

第　　　号
年　　月　　日
　　　　　　　　　　様


東洋町長


東洋町山村留学補助金変更交付決定通知書


　　年　　月　　日付けで変更申請のあった東洋町山村留学補助金について、金　　　　　円に変更し交付します。





















様式第5号（第8条関係）
年　　月　　日


東洋町長　　様


申請者　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（保護者）　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先


東洋町山村留学補助金実績報告書


　東洋町山村留学補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり報告します。


記

	補助金交付額（生活補助）
	　　　　金　　　　　　　　　　　　円

	補助金交付額（家賃）
	　　　　金　　　　　　　　　　　　円

	事業の実施期間（生活補助）
	　　　　　年　　月　　日～　　年　　月　　日まで

	事業の実施期間（家賃）
	　　　　　年　　月　　日～　　年　　月　　日まで

	その他必要事項




	








様式第6号（第9条関係）
第　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　様


東洋町長

東洋町山村留学補助金確定通知書


　　　年　　月　　日付け　　　第　　号で交付することを決定した東洋町山村留学補助金について、下記のとおり補助金の額を確定したので通知します。


記


補助金確定額　　　　金　　　　　　　　　　　　円
















様式第7号（第10条関係）

受理受付印　　　　　　　　　　　　東洋町山村留学補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　（概算払・精算払）請求書



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請求日　　　　　　　年　　月　　日

東洋町長　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　（保護者）　氏　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先
（生活補助）
	右の金額を請求します。
	請求金額
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（家賃）
	右の金額を請求します。
	請求金額
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	摘　　　　　　　　　　　　　要

	補助金額
	（生活補助）　　　　　　　　円（家賃）　　　　　　　　　円

	既受領額
	（生活補助）　　　　　　　　円（家賃）　　　　　　　　　円

	今回請求額
	（生活補助）　　　　　　　　円（家賃）　　　　　　　　　円

	残額
	（生活補助）　　　　　　　　円（家賃）　　　　　　　　　円

	請求区分
	概算払い・精算払い



口座振込先
　　金融機関名　　（　　　　　　　　　　　）　　支店名　　（　　　　　　　　）
　　預金種別　　　（１）　普通　　（２）　当座　　（３）　その他（　　　　　）
　　口座番号　　（　　　　　　　　　　　）　
口座名義　　（カタカナ書き）
　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

